
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

◆治療のために来日？ 

在留外国人は約 256 万人いますが、現在問題になっ

ているのが、医療保険制度の不正利用です。これまで

保険料を払ってこなかった外国人が、保険証を取得し、

高額な医療を安く受けるケースが相次いでいます。 

ある中国人の女性は、日本に来てがんの手術を受け、

その後、抗がん剤治療を続けていました。治療費は、

数百万円かかるところを、日本の保険証を持っていた

ため数万円で済んだと言います。 

女性はこれまで中国に住んでいて、保険料を支払っ

たことがありませんでしたが、女性が使ったのは日本

の保険証です。本来、医療保険制度は日本で暮らす人

が保険料を出し合ってお互いに支える仕組みなので、

医療を目的に来日した外国人は原則入ることができ

ず、治療費は全額自己負担になります。保険料を支払

っていない外国人が誰でも加入してしまうと、財源が

足りなくなるからです。 

しかし、仕事や留学などの目的で来日した人は、保

険に加入できる制度になっています。この中に、扶養

を受ける人も含まれます。女性には日本人と結婚した

娘がいました。がんの治療目的ではなく、娘の夫の扶

養に入るという名目で来日し、保険に入ることができ

たのです。女性は治療が終わったら中国に帰る予定だ

と話しているため、養ってもらうためではなく治療の

ために来日した疑いがあります。 

 

◆日本の医療制度が狙われている？ 

扶養のほかにも「就労」「留学」などの在留資格を不

正に取得して治療を受けるケースが発生しています。

日本の医療制度は外国人にも門戸が開かれていて、就

労や留学などの目的で来日した場合、万が一に備えて

医療保険に入ることが認められています。しかし、外

国人が病気になったときだけ来日して、保険に加入し

て治療を受けられる抜け道があることが知れ渡ると、

公平性が崩れ、制度への不信感が高まってしまいます。 

背後にあるのはこのような手法を斡旋する業者の

存在です。中国には、中国人でも日本の保険を利用で

きるとうたうサイトがあります。 

 

◆厚生労働省が全国調査を開始 

厚生労働省は８月１日までに、在留外国人による公

的医療保険の不正利用や制度の隙間を突いた乱用の

実態把握に向けた全国調査を始めました。公的医療保

険に加入して高額医療の自己負担額を低く抑えるた

めに不正に在留資格を得た事例の件数などを、市町村

を通して調べます。今秋に結果をまとめ、防止策を検

討するとしています。 

 

 

 
 
厚生労働省から、平成 29 年度の過労死等の労災補

償状況が公表されました。過重な仕事が原因で発症し

た脳・心臓疾患や、仕事による強いストレスなどが原

因で発病した精神障害の状況がわかる調査結果とな

っています。 

 

◆脳・心臓疾患に関する事案 

ゆるやかに増加傾向にあり、840 件の請求がありま
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した。業種別では、道路貨物運送業（ドライバー）が

目立って多く、次いでサービス業（営業職）、建設業

（総合工事業の建設従事者）で多くなっています。年

齢別では 40歳以降がほぼ９割を占めています。また、

労災の認定基準にもある通り、１カ月当たり 80 時間

以上の時間外労働がある場合に、急激に支給決定件数

が増加しています。 

 

◆精神障害に関する事案 

こちらも増加傾向にあり、1,732 件の請求がありま

した。このうち、当該労働者の自殺（未遂を含む）は

221 件ありました。業種別では、医療・福祉が目立っ

て多く、次いで道路貨物運送業、情報サービス業、総

合工事業等で多くなっています。時間外労働時間別で

みると、脳・心臓疾患の場合とは異なり、どの層でも

平均的に支給決定されているようです。 

なお、労災の認定基準では、精神障害の発病に関与

したと考えられる事象の心理的負荷の強度を評価す

るために、一定の事象が類型化されています。この「出

来事」別では、「（ひどい）嫌がらせ、いじめ、又は

暴行を受けた」、「仕事内容・仕事量の（大きな）変

化を生じさせる出来事があった」の順に支給決定件数

が多くなっています。 

 

◆裁量労働制対象者に関する労災補償状況 

最近話題の裁量労働制ですが、裁量労働制対象者に

関する支給決定件数は、脳・心臓疾患では減少傾向に

ありますが、精神障害については増加しています。年

齢別では、中心は 40歳代ですが、20歳から 59歳まで

全般的に多くなっています。 

 

これらはいずれも、労災保険による補償の請求・決

定件数ですが、労災補償の請求にいたる前の、労働基

準監督署等への相談件数ははるかに多いものと想像

できます。また職場の精神障害に関する報道等を受け、

労災認定の基準が具体的になるにつれ、メンタルヘル

ス、あるいはパワハラ等について医師や労働基準監督

署等へ相談することの労働者側の心理的抵抗感も少

なくなっている状況があります。事前の予防を主眼に

した職場環境づくりが重要となっています。 

 

 
   

10 日 

○ 源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付［郵便

局または銀行］ 

○ 雇用保険被保険者資格取得届の提出＜前月以降に

採用した労働者がいる場合＞ 

［公共職業安定所］ 

○ 労働保険一括有期事業開始届の提出＜前月以降に

一括有期事業を開始している場合＞ 

［労働基準監督署］ 

 

10 月 1 日 

○ 健保・厚年保険料の納付［郵便局または銀行］ 

○ 健康保険印紙受払等報告書の提出［年金事務所］ 

○ 労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告

書の提出［公共職業安定所］ 

○ 外国人雇用状況の届出（雇用保険の被保険者でな

い場合）＜雇入れ・離職の翌月末日＞ 

［公共職業安定所］ 

 

～当事務所よりひと言～ 

 
いつもお世話になり、誠に有難うございます。 

 

【最低賃金引上げのお知らせ】 

石川地方最低賃金審議会は現在の最低賃金（781円）

の時間額を 25 円（3.20％）引き上げて８０６円と

する改正を全会一致で決めました。増額は 15 年連

続で、上げ幅は時給で示す現行方式となった 2002

年度以降で最大で、10 月より発効されます。 

パートタイマーだけでなく、月給制の従業員も時給

換算して確認する必要があります。時給換算方法に

ついてご不明な点がございましたら、お気軽にお問

合せください。 

 

【産業保健関係助成金のご案内】 

記事（精神障害）に関連する中で、助成金のお薦め

は「心の健康づくり計画助成金」です。概要は「事

業者の方がメンタルヘルス対策促進員による助言・

支援に基づき、心の健康づくり計画（ストレスチェ

ック実施計画を含む）を作成し、計画に基づきメン

タルヘルス対策を実施した場合に、費用の助成（10

万円）を受けられる制度です。私はメンタルヘルス

対策促進員を行っておりますので、助成金をきっか

けに、心の健康づくり計画を作成してみてはいかが

でしょうか。メンタルヘルス対策の第一歩となりま

す。 

 

【お知らせ】 

社会保険算定基礎届のご依頼を頂いている事業所

様には随時、「標準報酬決定通知書」のお知らせを発

送しております。ご確認をお願い致します。（事業所

様で給与計算を行っている場合には保険料率の変

更をお願いします。）また、標準報酬の月額変更手続

きを行われた方も追ってご案内致します。 

9 月の税務と労務の手続提出期限 

［提出先・納付先］ 


